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●
需
給
調
整
規
制
の
廃
止�

　
離
島
を
か
か
え
る
本
県
に
と
っ
て
、離
島

航
路
事
業
の
維
持
及
び
安
定
は
、離
島
住

民
の
交
通
手
段
及
び
生
活
物
資
を
確
保

す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

お
り
、現
在
、二
十
四
事
業
者
が
二
十
三

航
路
に
お
い
て
定
期
航
路
事
業
を
営
ん
で

い
ま
す
。�

　
今
回
の
海
上
運
送
法
の
改
正
に
よ
り

需
給
調
整
規
制
が
廃
止
さ
れ
、今
後
は
、

離
島
航
路
で
あ
っ
て
も
指
定
区
間（
運
輸

大
臣
が
、関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を

聴
い
て
指
定
し
た
区
間
）に
新
規
に
参
入

す
る
事
業
者
は
、基
準
を
満
た
し
て
い
れ

ば
自
由
に
参
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。�

�

●
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
に
お
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

　
乗
合
運
送
の
禁
止�

　
今
ま
で
、旅
客
不
定
期
航
路
事
業
で
行

う
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
乗
合
運
送
に
つ
い
て

は
禁
止（
通
船
、遊
覧
船
に
つ
い
て
は
乗
合

可
）に
な
り
、旅
客
不
定
期
航
路
事
業
を

営
ん
で
い
る
事
業
者
で
引
き
続
き
乗
合
運

送
を
行
お
う
と
す
る
事
業
者
は
、一
般
旅

客
定
期
航
路
事
業
に
移
行
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

�

●
安
全
規
制
・
利
用
者
保
護
規
制
の

　
適
用
が
拡
大�

　
従
来
、海
上
運
送
法
の
規
定
が
適
用
さ

れ
て
な
か
っ
た
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
小

型
船
舶（
旅
客
定
員
十
二
人
以
下
の
船
舶
）

で
人
の
運
送
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に
つ
い

て
も
、新
た
に
事
業
開
始
の
届
出
や
安
全

規
制（
運
航
管
理
規
程
の
届
出
、輸
送
の

安
全
確
保
命
令
）及
び
利
用
者
保
護
規

制（
保
険
契
約
締
結
命
令
、運
賃
・
料
金
、

運
送
約
款
の
公
示
義
務
、不
当
な
差
別
的

取
扱
の
禁
止
）の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。�

�

　
次
の
よ
う
な
事
業
者
に
安
全
規

制
及
び
利
用
者
保
護
規
制
が
適
用

さ
れ
ま
す
。�

�

一
、非
旅
客
船（
旅
客
定
員
十
二
人
以
下
の

船
舶
）に
よ
り
人
の
運
送
を
す
る
者�

二
、旅
客
船
に
よ
り
人
の
運
送
を
す
る
者

の
う
ち
、�

（
１
）航
路
を
定
め
ず
に
運
航
を
す
る
者�

（
２
）一
定
の
航
路
で
特
定
の
者
の
需
要
に

応
じ
、特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送
を
行
う
者�

�

注１
　
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶（
専

ら
湖
沼
・
河
川
に
お
い
て
営
む
総
ト
ン
数
二

十
ト
ン
未
満
の
船
舶
も
同
じ
。）に
よ
り
人

の
運
送
を
す
る
者
で
あ
っ
て
、�

⁄
一
又
は
二
に
該
当
す
る
者�

¤
一
定
の
航
路
で
旅
客
船
に
よ
り
年
間

三
十
日
以
下
の
運
航
を
す
る
者�

に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
海
上
運
送
法
の
適

用
を
除
外
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、平
成
十

二
年
十
月
か
ら
、事
業
開
始
の
三
十
日
前

ま
で
の
届
出
が
必
要
と
な
る
と
と
も
に
、

安
全
・
利
用
者
保
護
規
制
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 �

注2
　
ろ
か
い
船
の
み
を
も
っ
て
営
む
船
舶

運
航
事
業
に
つ
い
て
は
、引
き
続
き
海
上

運
送
事
業
の
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

注3
　「
遊
漁
船
」で
あ
っ
て
も
、遊
漁
行
為

又
は
磯（
瀬
）渡
し
行
為
以
外
の
人
の
運
送

を
す
る
場
合
に
は
、海
上
運
送
法
の
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。�

�

　
こ
れ
ら
の
事
業
者
に
適
用
さ
れ

る
手
続
き
、命
令
等
は
次
の
と
お

り
で
す
。�

�

一
、事
業
開
始
・
廃
止
の
届
出�

●
事
業
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
沖

縄
総
合
事
務
局
長
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。�

事
業
を
廃
止
し
た
と
き
に
は
、三
十
日
以

内
に
届
出
が
必
要
で
す
。�

�

二
、安
全
規
制（
運
航
管
理
規
程
の
届
出

等
、輸
送
の
安
全
確
保
命
令
）�

（
１
）運
航
管
理
規
程
の
届
出
等�

●
運
航
管
理
規
程
は
、船
舶
運
航
事
業

者
が
船
舶
に
運
航
管
理
の
組
織
、運
航
の

基
準
に
関
す
る
事
項
並
び
に
輸
送
の
安

全
確
保
の
た
め
同
事
業
者
及
び
従
業
員

が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ

り
、沖
縄
総
合
事
務
局
長
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
。�

●
そ
の
他
法
令
に
定
め
る
手
続
・
命
令
と

し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。�

　
運
航
管
理
者
の
選
任
・
解
任
の
届
出�

　
運
航
管
理
規
程
の
変
更
命
令�

　
運
航
管
理
者
の
解
任
命
令�

（
２
）輸
送
の
安
全
確
保
命
令�

●
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
、人
の
運
送
を

す
る
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、運
送
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置（
輸

送
施
設
の
改
善
等
）を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。�

�

三
、利
用
者
保
護
規
制（
保
険
契
約
締
結

命
令
、運
賃
・
料
金
及
び
運
送
約
款
の
公

示
、不
当
な
差
別
的
取
扱
の
禁
止
）�

（
１
）保
険
契
約
締
結
命
令�

●
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
、人
の
運
送
を

す
る
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、船
客
に

対
す
る
損
害
賠
償
の
た
め
保
険
契
約
の

締
結
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

（
２
）運
賃
・
料
金
及
び
運
送
約
款
の
公
示�

●
運
送
約
款
は
、集
団
的
取
引
を
迅
速
か

つ
安
全
に
す
る
た
め
に
、あ
ら
か
じ
め
定
型

的
に
定
め
ら
れ
た
契
約
の
条
項
で
、事
業

者
が
こ
れ
に
よ
り
多
数
の
個
別
の
取
引（
す

な
わ
ち
運
送
行
為
）を
行
う
約
束
事
と
な

る
も
の
で
す
。省
令
で
記
載
事
業
が
定
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
。�

●
運
賃
・
料
金
及
び
運
送
約
款
は
、運
航

す
る
航
路
の
営
業
所
等
へ
の
掲
示
及
び
船

舶
へ
の
備
え
付
け
が
必
要
で
す
。�

（
３
）不
当
な
差
別
的
取
扱
の
禁
止�

●
事
業
者
は
、特
定
の
利
用
者
に
対
し
て

不
当
な
差
別
的
取
扱
を
禁
止
さ
れ
て
お

り
、運
送
約
款
で
は
運
送
の
申
込
み
の
順

序
に
よ
り
運
送
を
引
き
受
け
る
旨
の
記

述
が
要
求
さ
れ
ま
す
。�

�

四
、そ
の
他（
報
告
の
徴
集
、立
入
検
査
）�

●
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
、必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、船
舶
運
航
事
業
者
に

対
し
、省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
そ
の

業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、そ
の
職
員
に
事
業
に
使
用
す
る
船

舶
、事
業
場
等
に
関
し
、検
査
・
質
問
を
さ

せ
る
こ
と
等
が
で
き
ま
す
。�

　
海
上
運
送
法
が
平
成
十
一
年

六
月
に
改
正
さ
れ
、平
成
十
二
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。�

　
新
し
い
法
律
で
は
、一
般
旅
客

定
期
航
路
事
業
に
つ
い
て
、需
給

調
整
規
制
を
廃
止
し
て
、参
入
が

免
許
制
か
ら
許
可
制
へ
改
め
ら
れ

た
ほ
か
、運
賃
、運
航
ダ
イ
ヤ
、事

業
の
休
廃
止
等
に
つ
い
て
も
規
制

が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、人
の

運
送
を
す
る
全
て
の
船
舶
運
航

事
業
に
安
全
規
制
及
び
利
用
者

保
護
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

　
ま
た
、旅
客
船
（
十
三
人
以
上

の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
）に

よ
る
乗
合
旅
客
運
送
は
、原
則
と

し
て
定
期
航
路
事
業
で
行
わ
れ

る
も
の
と
し
、旅
客
不
定
期
航
路

事
業
に
よ
る
乗
合
旅
客
運
送
は
、

通
船
及
び
遊
覧
航
路
以
外
の
航

路
に
お
い
て
は
、認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。�

１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�

１. 無届出で営業した場合�
２. 運賃・料金・運送約款の非公示�
３. 運航管理規程・運航管理者の無届出�
４. 運航管理規程変更命令違反�
５. 運航管理者解任命令違反�
６. 不当な差別的取扱�
７. 輸送の安全確保命令違反�
８. 保険契約締結命令違反�

■ 例えば�
法に定める手続きを�
行わない場合�

又は�
命令に従わない場合は、�
罰則が適用されることが�

あります。�



改
正
海
上
運
送
法
の�

ポ
イ
ン
ト�

�

そ�の�6

Business

Report

運　輸　部�

｜
海
上
運
送
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

｜
�

15Muribushi March2001 MuribushiMarch2001 14

●
需
給
調
整
規
制
の
廃
止�

　
離
島
を
か
か
え
る
本
県
に
と
っ
て
、離
島

航
路
事
業
の
維
持
及
び
安
定
は
、離
島
住

民
の
交
通
手
段
及
び
生
活
物
資
を
確
保

す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

お
り
、現
在
、二
十
四
事
業
者
が
二
十
三

航
路
に
お
い
て
定
期
航
路
事
業
を
営
ん
で

い
ま
す
。�

　
今
回
の
海
上
運
送
法
の
改
正
に
よ
り

需
給
調
整
規
制
が
廃
止
さ
れ
、今
後
は
、

離
島
航
路
で
あ
っ
て
も
指
定
区
間（
運
輸

大
臣
が
、関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を

聴
い
て
指
定
し
た
区
間
）に
新
規
に
参
入

す
る
事
業
者
は
、基
準
を
満
た
し
て
い
れ

ば
自
由
に
参
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。�

�

●
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
に
お
け
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

　
乗
合
運
送
の
禁
止�

　
今
ま
で
、旅
客
不
定
期
航
路
事
業
で
行

う
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
乗
合
運
送
に
つ
い
て

は
禁
止（
通
船
、遊
覧
船
に
つ
い
て
は
乗
合

可
）に
な
り
、旅
客
不
定
期
航
路
事
業
を

営
ん
で
い
る
事
業
者
で
引
き
続
き
乗
合
運

送
を
行
お
う
と
す
る
事
業
者
は
、一
般
旅

客
定
期
航
路
事
業
に
移
行
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

�

●
安
全
規
制
・
利
用
者
保
護
規
制
の

　
適
用
が
拡
大�

　
従
来
、海
上
運
送
法
の
規
定
が
適
用
さ

れ
て
な
か
っ
た
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
小

型
船
舶（
旅
客
定
員
十
二
人
以
下
の
船
舶
）

で
人
の
運
送
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
に
つ
い

て
も
、新
た
に
事
業
開
始
の
届
出
や
安
全

規
制（
運
航
管
理
規
程
の
届
出
、輸
送
の

安
全
確
保
命
令
）及
び
利
用
者
保
護
規

制（
保
険
契
約
締
結
命
令
、運
賃
・
料
金
、

運
送
約
款
の
公
示
義
務
、不
当
な
差
別
的

取
扱
の
禁
止
）の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。�

�

　
次
の
よ
う
な
事
業
者
に
安
全
規

制
及
び
利
用
者
保
護
規
制
が
適
用

さ
れ
ま
す
。�

�

一
、非
旅
客
船（
旅
客
定
員
十
二
人
以
下
の

船
舶
）に
よ
り
人
の
運
送
を
す
る
者�

二
、旅
客
船
に
よ
り
人
の
運
送
を
す
る
者

の
う
ち
、�

（
１
）航
路
を
定
め
ず
に
運
航
を
す
る
者�

（
２
）一
定
の
航
路
で
特
定
の
者
の
需
要
に

応
じ
、特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送
を
行
う
者�

�

注１
　
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶（
専

ら
湖
沼
・
河
川
に
お
い
て
営
む
総
ト
ン
数
二

十
ト
ン
未
満
の
船
舶
も
同
じ
。）に
よ
り
人

の
運
送
を
す
る
者
で
あ
っ
て
、�

⁄
一
又
は
二
に
該
当
す
る
者�

¤
一
定
の
航
路
で
旅
客
船
に
よ
り
年
間

三
十
日
以
下
の
運
航
を
す
る
者�

に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
海
上
運
送
法
の
適

用
を
除
外
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、平
成
十

二
年
十
月
か
ら
、事
業
開
始
の
三
十
日
前

ま
で
の
届
出
が
必
要
と
な
る
と
と
も
に
、

安
全
・
利
用
者
保
護
規
制
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 �

注2
　
ろ
か
い
船
の
み
を
も
っ
て
営
む
船
舶

運
航
事
業
に
つ
い
て
は
、引
き
続
き
海
上

運
送
事
業
の
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

注3
　「
遊
漁
船
」で
あ
っ
て
も
、遊
漁
行
為

又
は
磯（
瀬
）渡
し
行
為
以
外
の
人
の
運
送

を
す
る
場
合
に
は
、海
上
運
送
法
の
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。�

�

　
こ
れ
ら
の
事
業
者
に
適
用
さ
れ

る
手
続
き
、命
令
等
は
次
の
と
お

り
で
す
。�

�

一
、事
業
開
始
・
廃
止
の
届
出�

●
事
業
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
沖

縄
総
合
事
務
局
長
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。�

事
業
を
廃
止
し
た
と
き
に
は
、三
十
日
以

内
に
届
出
が
必
要
で
す
。�

�

二
、安
全
規
制（
運
航
管
理
規
程
の
届
出

等
、輸
送
の
安
全
確
保
命
令
）�

（
１
）運
航
管
理
規
程
の
届
出
等�

●
運
航
管
理
規
程
は
、船
舶
運
航
事
業

者
が
船
舶
に
運
航
管
理
の
組
織
、運
航
の

基
準
に
関
す
る
事
項
並
び
に
輸
送
の
安

全
確
保
の
た
め
同
事
業
者
及
び
従
業
員

が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ

り
、沖
縄
総
合
事
務
局
長
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
。�

●
そ
の
他
法
令
に
定
め
る
手
続
・
命
令
と

し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。�

　
運
航
管
理
者
の
選
任
・
解
任
の
届
出�

　
運
航
管
理
規
程
の
変
更
命
令�

　
運
航
管
理
者
の
解
任
命
令�

（
２
）輸
送
の
安
全
確
保
命
令�

●
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
、人
の
運
送
を

す
る
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、運
送
の

安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置（
輸

送
施
設
の
改
善
等
）を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。�

�

三
、利
用
者
保
護
規
制（
保
険
契
約
締
結

命
令
、運
賃
・
料
金
及
び
運
送
約
款
の
公

示
、不
当
な
差
別
的
取
扱
の
禁
止
）�

（
１
）保
険
契
約
締
結
命
令�

●
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
、人
の
運
送
を

す
る
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、船
客
に

対
す
る
損
害
賠
償
の
た
め
保
険
契
約
の

締
結
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

（
２
）運
賃
・
料
金
及
び
運
送
約
款
の
公
示�

●
運
送
約
款
は
、集
団
的
取
引
を
迅
速
か

つ
安
全
に
す
る
た
め
に
、あ
ら
か
じ
め
定
型

的
に
定
め
ら
れ
た
契
約
の
条
項
で
、事
業

者
が
こ
れ
に
よ
り
多
数
の
個
別
の
取
引（
す

な
わ
ち
運
送
行
為
）を
行
う
約
束
事
と
な

る
も
の
で
す
。省
令
で
記
載
事
業
が
定
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
。�

●
運
賃
・
料
金
及
び
運
送
約
款
は
、運
航

す
る
航
路
の
営
業
所
等
へ
の
掲
示
及
び
船

舶
へ
の
備
え
付
け
が
必
要
で
す
。�

（
３
）不
当
な
差
別
的
取
扱
の
禁
止�

●
事
業
者
は
、特
定
の
利
用
者
に
対
し
て

不
当
な
差
別
的
取
扱
を
禁
止
さ
れ
て
お

り
、運
送
約
款
で
は
運
送
の
申
込
み
の
順

序
に
よ
り
運
送
を
引
き
受
け
る
旨
の
記

述
が
要
求
さ
れ
ま
す
。�

�

四
、そ
の
他（
報
告
の
徴
集
、立
入
検
査
）�

●
沖
縄
総
合
事
務
局
長
は
、必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、船
舶
運
航
事
業
者
に

対
し
、省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
そ
の

業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、そ
の
職
員
に
事
業
に
使
用
す
る
船

舶
、事
業
場
等
に
関
し
、検
査
・
質
問
を
さ

せ
る
こ
と
等
が
で
き
ま
す
。�

　
海
上
運
送
法
が
平
成
十
一
年

六
月
に
改
正
さ
れ
、平
成
十
二
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。�

　
新
し
い
法
律
で
は
、一
般
旅
客

定
期
航
路
事
業
に
つ
い
て
、需
給

調
整
規
制
を
廃
止
し
て
、参
入
が

免
許
制
か
ら
許
可
制
へ
改
め
ら
れ

た
ほ
か
、運
賃
、運
航
ダ
イ
ヤ
、事

業
の
休
廃
止
等
に
つ
い
て
も
規
制

が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、人
の

運
送
を
す
る
全
て
の
船
舶
運
航

事
業
に
安
全
規
制
及
び
利
用
者

保
護
規
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

　
ま
た
、旅
客
船
（
十
三
人
以
上

の
旅
客
定
員
を
有
す
る
船
舶
）に

よ
る
乗
合
旅
客
運
送
は
、原
則
と

し
て
定
期
航
路
事
業
で
行
わ
れ

る
も
の
と
し
、旅
客
不
定
期
航
路

事
業
に
よ
る
乗
合
旅
客
運
送
は
、

通
船
及
び
遊
覧
航
路
以
外
の
航

路
に
お
い
て
は
、認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。�

１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�
１００万円以下の罰金�

１. 無届出で営業した場合�
２. 運賃・料金・運送約款の非公示�
３. 運航管理規程・運航管理者の無届出�
４. 運航管理規程変更命令違反�
５. 運航管理者解任命令違反�
６. 不当な差別的取扱�
７. 輸送の安全確保命令違反�
８. 保険契約締結命令違反�

■ 例えば�
法に定める手続きを�
行わない場合�

又は�
命令に従わない場合は、�
罰則が適用されることが�

あります。�


